
 

         証券コード ６３８０ 

平成28年6月14日 

株 主 各 位 

石川県白山市宮永市町４８５番地 
             オリエンタルチエン工業株式会社 

代表取締役社長 西 村  武 

第 97 回定時株主総会招集ご通知 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、当社第97回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席下さいますようご通知申し上げます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使

することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類

をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否

をご表示のうえ、平成 28 年６月 28 日（火曜日）午後５時までに

当社に到着するよう折り返しご送付いただきたくお願い申し上げ

ます。 

敬 具 

 

記 
 

１．日   時      平成28年６月29日(水曜日)午前10時 

２．場   所    石川県白山市宮永市町 485 番地 

当本社会議室 

３．目 的 事 項 

報 告 事 項  第97期(平成27年４月1日から平成28年３月31日

まで)事業報告および計算書類報告の件 

 

決 議 事 項  

第 １ 号 議 案  取締役５名選任の件 

第 ２ 号 議 案  監査役４名選任の件 

 

以 上 

 
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場

受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。 
◎株主総会参考書類ならびに事業報告および計算書類に修正すべき
事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト

（http:// www.ocm.co.jp/koukoku.html）に掲載させていただき
ます。 
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３．資金調達の状況 

当期においては、長期借入による250百万円の資金調達を行いました。 

 

４．直前３事業年度の財産および損益の状況 

区    分 
第94期 

 
平成25年３月期 

第95期 
 

平成26年３月期 

第96期 
 

平成27年３月期 

第97期 
(当事業年度) 

平成28年３月期 

売 上 高 (百万円)

経常利益 (百万円)

当期純利益 (百万円)

1株当たり当期純利益(円)

総 資 産 (百万円)

純 資 産 (百万円)

 3,080  

63  

52  

3.61  

   3,359 

  902  

3,227  

73  

58  

4.01  

   3,498  

  970  

3,443  

148  

127  

8.73  

   3,505  

1,137  

3,456  

127  

114  

7.84  

   3,509  

1,183  

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数

に基づき算出しております。 

 

５．対処すべき課題 

 当社を取り巻く環境につきましては、日本経済は緩やかな回復基

調にあるとみられますが、世界経済の情勢不安は依然として残り、

先行きは厳しい状況が続くと思われます。このような状況の下でも

継続して利益を確保できる体質にしてまいります。 

伝動機器部門におきましては、既存製品のメインである伝動用ロ

ーラチェーンの更なる高品質化に取組むことにより商品の差別化を

図り、多品種、小ロットの生産体制を改良・構築し、各種機械産業

へのシェアアップを図ります。さらに、中国製チェーンの取扱いを

拡大し価格競争にも対応してまいります。 

金属射出成形部門におきましては、既存の自動車・医療機器・精

密機器分野からの安定した受注量を確保するため、また、新しい分

野開拓のため、さらに積極的な営業活動を進めてまいります。 

これらの他、生産性向上の取組み等によるコストの削減を継続し、

有利子負債の削減のため棚卸資産の圧縮を継続的に推し進めてまい

ります。 

以上のような施策で業績の向上に邁進する所存であります。 

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご指導ご鞭撻を賜

りますよう切にお願い申し上げます。 

 

６．重要な親会社および子会社の状況 

重要な子会社の状況 

名 称 
資本金 
(千円) 

出資 
比率 

主要な事業内容 

德清澳喜睦链条有限公司 5,873 100.0 各種伝動用ローラチェーンの販売 

 

 

 

（添付書類） 

 

事 業 報 告 
平成27年４月１日から 
平成28年３月31日まで 

 

Ⅰ．株式会社の現況に関する事項 

１．事業の経過および成果 

当期におけるわが国経済は、政府による金融緩和策などの経済政

策等を背景に、企業業績は緩やかな回復基調の動きがみられました。

一方、世界経済は米国経済が堅調に推移しましたが、期後半には中

国をはじめとする新興国や資源国等の景気下振れの影響を受け、ま

た、急激な円高の進行により、先行きが不透明な状況で推移しまし

た。 

このような状況下にあって当社は、顧客の多様なニーズへの対応

力を高め、受注拡大に向けての取組みや、工場の生産性を高める取

組みを継続してまいりました。この結果、国内では繊維機械業界向

けの販売が振るいませんでしたが、搬送機械業界、運搬機械業界や

食品機械業界向けの販売が増加し、概ね堅調に推移しました。一方

海外では、北米の販売が増加しましたが、東南アジア、欧州向けの

販売が減少し輸出売上は減少しました。 

以上の結果、当期における売上高は3,456百万円と前期に比べ13

百万円増加（前期比0.4％増加）となり、営業利益は138百万円（前

期比5.4％減少）、経常利益は127百万円(前期比14.2％減少)、当期

純利益は114百万円(前期比10.2％減少)となりました。 

 

〔部門別売上高および生産高〕      (単位：百万円) 

部   門   別 
売上高 生産高 

金 額 構成比 金 額 構成比 

伝動用ローラチェーン  1,981   57.3%  1,814   63.0% 

コ ン ベ ヤ チ ェ ー ン    564   16.3    564   19.6 

ス プ ロ ケ ッ ト 類    242    7.0    218    7.6 

そ    の    他    668   19.3    283    9.8 

合              計  3,456  100.0  2,881  100.0 

（う ち 輸 出 高） (501)  (14.5) － － 

 

２．設備投資の状況 

当期に実施しました設備投資額は212百万円で、既存設備の更新

のための投資が主であります。 
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３．資金調達の状況 

当期においては、長期借入による250百万円の資金調達を行いました。 
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区    分 
第94期 

 
平成25年３月期 

第95期 
 

平成26年３月期 

第96期 
 

平成27年３月期 
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(当事業年度) 

平成28年３月期 

売 上 高 (百万円)

経常利益 (百万円)

当期純利益 (百万円)

1株当たり当期純利益(円)

総 資 産 (百万円)

純 資 産 (百万円)

 3,080  

63  

52  

3.61  

   3,359 

  902  

3,227  

73  

58  

4.01  

   3,498  

  970  

3,443  

148  

127  

8.73  

   3,505  

1,137  

3,456  

127  

114  

7.84  

   3,509  

1,183  

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数

に基づき算出しております。 

 

５．対処すべき課題 

 当社を取り巻く環境につきましては、日本経済は緩やかな回復基

調にあるとみられますが、世界経済の情勢不安は依然として残り、

先行きは厳しい状況が続くと思われます。このような状況の下でも

継続して利益を確保できる体質にしてまいります。 

伝動機器部門におきましては、既存製品のメインである伝動用ロ

ーラチェーンの更なる高品質化に取組むことにより商品の差別化を

図り、多品種、小ロットの生産体制を改良・構築し、各種機械産業

へのシェアアップを図ります。さらに、中国製チェーンの取扱いを

拡大し価格競争にも対応してまいります。 

金属射出成形部門におきましては、既存の自動車・医療機器・精

密機器分野からの安定した受注量を確保するため、また、新しい分

野開拓のため、さらに積極的な営業活動を進めてまいります。 

これらの他、生産性向上の取組み等によるコストの削減を継続し、

有利子負債の削減のため棚卸資産の圧縮を継続的に推し進めてまい

ります。 

以上のような施策で業績の向上に邁進する所存であります。 

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご指導ご鞭撻を賜

りますよう切にお願い申し上げます。 

 

６．重要な親会社および子会社の状況 

重要な子会社の状況 

名 称 
資本金 
(千円) 

出資 
比率 

主要な事業内容 

德清澳喜睦链条有限公司 5,873 100.0 各種伝動用ローラチェーンの販売 
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Ⅱ．会社の株式に関する事項 
株式の状況（平成28年３月31日現在） 

１．発行可能株式総数             25,000,000株 
２．発行済株式の総数             14,672,333株 

うち自己株式                51,249株 

３．株  主  数                   1,895名 
４．大  株  主（上位 10 名） 

株 主 名 持 株 数 持株比率 

 千株 ％ 

オリエンタルチエン取引先持株会 2,036 13.92 

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 1,305 8.92 

セ ー ラ ー 万 年 筆 株 式 会 社 1,125 7.69 

株 式 会 社 北 陸 銀 行 700 4.78 

樋  口  信  夫 663 4.53 

秋  田  武  松 356 2.43 

オリエンタルチエン社員持株会 313 2.14 

安 田 哲 雄 153 1.04 

西 本 博 行 150 1.02 

佐 藤 博 志 140 0.95 

（注）持株比率は自己株式（51,249株）を控除して算出し、小数点第３位以下は

切り捨てしております。 

 

 

Ⅲ．会社の新株予約権等に関する事項 
 該当事項はありません。 

 

 
Ⅳ．会社役員に関する事項 

１．取締役および監査役の状況（平成28年３月31日現在） 

地  位 氏  名 担当および重要な兼職の状況 

代表取締役社長 西 村   武 德清澳喜睦链条有限公司董事長 

取 締 役 長谷川 紘之 長谷川法律事務所所長 

取 締 役 中 島 義 雄  
取 締 役 澤 守   忠 生産技術部長兼成形部長 

取 締 役 伊 藤 克 之 営業部長兼営業部名古屋営業所長 

常 勤 監 査 役 種 本 篤 博  

監 査 役 樋 口 信 夫 樋口公認会計士事務所所長 

監 査 役 米 本 光 男 
株式会社ﾃｨｰ･ﾋﾟｰ･ｴｽ研究所取締役副社長 

船井電機株式会社社外取締役 

監 査 役 田 中 祥 介 ﾋｯｸ貿易株式会社代表取締役社長 

（注）１．取締役 長谷川紘之氏および中島義雄氏は、社外取締役であります。

なお、当社は長谷川紘之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員

として、同取引所に届け出ております。 

２．監査役 樋口信夫氏および米本光男氏は、社外監査役であります。 

３．監査役 樋口信夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および

会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 

 

 

７．主要な事業内容（平成28年３月31日現在） 

当社は以下の製品の製造および販売を行っております。 

    各種伝動用ローラチェーン 

    各種搬送用コンベヤチェーン 

    同上用のスプロケットおよびその他の機器類 

   精密機械器具関連部品 

 

 ８．主要な営業所および工場（平成28年３月31日現在） 

    本 社 ・ 工 場  石 川 県 白 山 市 

    東 京 営 業 所  東 京 都 墨 田 区 

    名 古 屋 営 業 所  名 古 屋 市 熱 田 区 

   大 阪 営 業 所  大 阪 市 西 区 

   広 島 営 業 所  広 島 市 安 佐 南 区 

   金 沢 営 業 所  石 川 県 白 山 市 

 

 ９．使用人の状況（平成28年３月31日現在） 

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

169名 ６名増 41.8歳 12.5年 

（注）使用人数には、パートタイマーおよびアルバイトは含めておりません。 

 

10．主要な借入先の状況（平成28年３月31日現在） 

借 入 先 借入金残高 

株 式 会 社 北 陸 銀 行 

株式会社日本政策金融公庫 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社商工組合中央金庫 

農 林 中 央 金 庫 

557    百万円 

228 

100 

 96 

 89 
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Ⅱ．会社の株式に関する事項 
株式の状況（平成28年３月31日現在） 

１．発行可能株式総数             25,000,000株 
２．発行済株式の総数             14,672,333株 

うち自己株式                51,249株 

３．株  主  数                   1,895名 
４．大  株  主（上位 10 名） 

株 主 名 持 株 数 持株比率 

 千株 ％ 

オリエンタルチエン取引先持株会 2,036 13.92 

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 1,305 8.92 

セ ー ラ ー 万 年 筆 株 式 会 社 1,125 7.69 

株 式 会 社 北 陸 銀 行 700 4.78 

樋  口  信  夫 663 4.53 

秋  田  武  松 356 2.43 

オリエンタルチエン社員持株会 313 2.14 

安 田 哲 雄 153 1.04 

西 本 博 行 150 1.02 

佐 藤 博 志 140 0.95 

（注）持株比率は自己株式（51,249株）を控除して算出し、小数点第３位以下は

切り捨てしております。 

 

 

Ⅲ．会社の新株予約権等に関する事項 
 該当事項はありません。 

 

 
Ⅳ．会社役員に関する事項 

１．取締役および監査役の状況（平成28年３月31日現在） 

地  位 氏  名 担当および重要な兼職の状況 

代表取締役社長 西 村   武 德清澳喜睦链条有限公司董事長 

取 締 役 長谷川 紘之 長谷川法律事務所所長 

取 締 役 中 島 義 雄  
取 締 役 澤 守   忠 生産技術部長兼成形部長 

取 締 役 伊 藤 克 之 営業部長兼営業部名古屋営業所長 

常 勤 監 査 役 種 本 篤 博  

監 査 役 樋 口 信 夫 樋口公認会計士事務所所長 

監 査 役 米 本 光 男 
株式会社ﾃｨｰ･ﾋﾟｰ･ｴｽ研究所取締役副社長 

船井電機株式会社社外取締役 

監 査 役 田 中 祥 介 ﾋｯｸ貿易株式会社代表取締役社長 

（注）１．取締役 長谷川紘之氏および中島義雄氏は、社外取締役であります。

なお、当社は長谷川紘之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員

として、同取引所に届け出ております。 

２．監査役 樋口信夫氏および米本光男氏は、社外監査役であります。 

３．監査役 樋口信夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および

会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 
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Ⅴ．会計監査人に関する事項 

１．会計監査人の名称        有限責任 あずさ監査法人 
 

 ２．会計監査人の報酬等の額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,000千円 

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上

の利益の合計額 
16,000千円 

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約上、会社法に基づく監査と金融商

品取引法に基づく監査の監査報酬額を明確に区分することができな

いため、上記の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には、これ

らの合計額を記載しております。 

   ２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況

および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要

な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断

をいたしました。 
    

 ３．会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

   監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、そ

の必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人

の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。 

   また、監査役会は、会計監査人が会社法第340 条第１項各号の

いずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基

づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査

役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にお

きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま

す。 

 

 

Ⅵ．会社の体制および方針に関する事項 
１．業務の適正を確保するための体制 

当社における取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保する

ための体制についての概要は以下のとおりであります。 

（１）取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確

保するための体制 

①企業行動憲章を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神

を役職員に伝え、法令・定款および社会規範を遵守した行動
をとるための行動規範とする。また、反社会的勢力排除のた
めの体制整備に取組み、全役職員に反社会的勢力に対しては

毅然とした姿勢で臨み、不当・不正な要求には応じない旨を
徹底する。 

②その徹底を図るため、管理部においてコンプライアンスの取

組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員教育
等を行う。内部監査員は、管理部と連携のうえ、コンプライ

アンスの状況を監査する。これら活動は定期的に取締役会に
報告されるものとする。 

③法令上疑義のある行為等について、従業員が直接情報提供を

行う手段として社内の窓口および社外の窓口(弁護士)に直接
通報できるコンプライアンス・ホットラインを設置・運営す

る。 

 

２．取締役および監査役の報酬等 

当事業年度に係る報酬等の総額 

区  分 支給人員 支 給 額 

取 締 役 
(うち社外取締役) 

５名 
(２名) 

28,476千円 
 (7,200千円) 

監 査 役 
(うち社外監査役) 

４名 
(２名) 

15,673千円 
 (7,200千円) 

合   計 ９名 44,149千円 

（注）１．当事業年度末の取締役は５名(うち社外取締役２名)、監査役は４名 

(うち社外監査役２名)であります。 

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役２名の使用人分給与は含ま 

れておりません。 

  
３．社外役員に関する事項 

（１）重要な兼職先である他の法人等と当社との関係 

・取締役 長谷川紘之氏は、長谷川法律事務所所長であります。 

   当社と兼職先との間で顧問弁護士契約を締結しております。 

・監査役 樋口信夫氏は、樋口公認会計士事務所所長であります。 

 当社と兼職先との間には特別の関係はありません。 

・監査役 米本光男氏は、株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締

役副社長および船井電機株式会社の社外取締役であります。当社

と兼職先との間には特別の関係はありません。 

 

（２）当事業年度における主な活動状況 

区 分 氏 名 主な活動状況 

取締役 長谷川紘之 

当事業年度に開催した取締役会 11 回全てに出
席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的
見地から、当社のコンプライアンス体制の構
築・維持について意見を述べております。 

取締役 中島 義雄 
当事業年度に開催した取締役会 11 回のうち９
回に出席し、主に経営者としての豊富な経験と
知見から適宜発言を行っております。 

監査役 樋口 信夫 

当事業年度に開催した取締役会 11 回のうち９
回に、監査役会11回のうち９回に出席し、主に
公認会計士としての専門的見地からの発言を行
っております。 

監査役 米本 光男 

当事業年度に開催した取締役会 11 回のうち８
回に、監査役会11回のうち８回に出席し、他社
において長年経営に携わった経験と知見から適
宜発言を行っております。 

（注）上記の取締役会の開催の他、会社法第 370 条および当社定款第 24 条の規定

に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。 
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Ⅴ．会計監査人に関する事項 

１．会計監査人の名称        有限責任 あずさ監査法人 
 

 ２．会計監査人の報酬等の額 

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,000千円 

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上

の利益の合計額 
16,000千円 

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約上、会社法に基づく監査と金融商

品取引法に基づく監査の監査報酬額を明確に区分することができな

いため、上記の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には、これ

らの合計額を記載しております。 

   ２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況

および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要

な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断

をいたしました。 
    

 ３．会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

   監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、そ

の必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人

の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。 

   また、監査役会は、会計監査人が会社法第340 条第１項各号の

いずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基

づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査

役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にお

きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま

す。 

 

 

Ⅵ．会社の体制および方針に関する事項 
１．業務の適正を確保するための体制 

当社における取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保する

ための体制についての概要は以下のとおりであります。 

（１）取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確

保するための体制 

①企業行動憲章を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神

を役職員に伝え、法令・定款および社会規範を遵守した行動
をとるための行動規範とする。また、反社会的勢力排除のた
めの体制整備に取組み、全役職員に反社会的勢力に対しては

毅然とした姿勢で臨み、不当・不正な要求には応じない旨を
徹底する。 

②その徹底を図るため、管理部においてコンプライアンスの取

組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員教育
等を行う。内部監査員は、管理部と連携のうえ、コンプライ

アンスの状況を監査する。これら活動は定期的に取締役会に
報告されるものとする。 

③法令上疑義のある行為等について、従業員が直接情報提供を

行う手段として社内の窓口および社外の窓口(弁護士)に直接
通報できるコンプライアンス・ホットラインを設置・運営す

る。 
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に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことはで
きないものとする。 
 

（８）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するため
の体制 

監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設
定する。 
 

（９）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、

内部統制システムの整備および運用状況について、継続的に確
認し調査を実施しており、その内容を取締役会に報告しており

ます。確認された問題点につきましては、社内規定、業務フロ
ーの見直し等是正措置を行い、内部統制の実効性を向上させる
ように努めております。また、当社の取締役および幹部社員を

メンバーとする会議を毎月１回開催し、月次業績の報告を行う
とともに、経営上のリスクについても検討しております。 

また、内部監査室は独立した観点から内部監査基本計画に基

づき年４回の内部統制監査を実施しており、法令・定款および
社内規定に違反している事項がないかを検証しております。監

査役も監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施す
るとともに、取締役会への出席や代表取締役、会計監査人、内
部監査室との間で意見交換を行い情報交換等を行うことで、業

務の執行状況やコンプライアンスについて確認しております。 

 
 ２．会社の支配に関する基本方針 
   当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者は、安定的

な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経
営資源の集中を図るべきと考えております。 

   現時点では特別な防衛策は導入しておりませんが、今後も引き
続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいり
ます。 

 
３．剰余金の配当等の決定に関する方針 

   当社の利益配分に関する基本方針としては、株主の皆様に対す

る利益配分を最重要課題と認識し、会社発展のための企業強化に
備える内部留保を勘案しつつ、経営状況に応じた利益配分を行っ
てまいります。 

   しかしながら、当社を取り巻く経営環境は依然として厳しく、
当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら引き続き無配とさせ
ていただくことといたしました。業績は着実に改善してきており

ます。早期に配当できるように、今後も全社を挙げて一層取組み
を強化いたします。 

 

 
 
 

 
 
〔ご参考〕本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満の

端数を切り捨てて表示しております。 

 

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する 

    体制 

取締役が職務執行したときの意思決定に関する記録・起案書

等については、管理責任部門を定め法令および社内規則に基づ
き作成・保存・管理する。また、保存されている文書は必要に
応じて取締役および監査役が閲覧可能な状態で維持する。 
 

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティお

よび輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署
にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの

作成・配布等を行うものとし､組織横断的リスク状況の監視お
よび全社的な対応は管理部が行うものとする｡新たに生じたリ
スクについては、取締役会においてすみやかに対応責任者とな

る取締役を定める。 
 
（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制 

取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業

務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標およ
び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた
効率的な達成の方法を定め、ＩＴを活用して取締役会が定期的

に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする全社的
な業務の効率化を実現するシステムを構築する。 

 
（５）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場

合における当該使用人の取締役からの独立性ならびに監査役
からの指示の実行性の確保に関する事項 

監査役は、必要に応じその職務を補助すべき使用人を任命し、
監査業務に必要な命令を行うことができるものとし、当該使用

人はその命令に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けな
い。また、当該使用人の人事異動、懲戒処分に関しては、事前
に監査役会の同意を得るものとする。 

 
（６）取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の

監査役への報告に関する体制ならびに報告をした者が当該報

告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制 

取締役または使用人は、監査役から業務執行に関する事項に

ついて報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行い、
また、法令等の違反行為に加え、当社に重大な影響を及ぼす事

項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインに
よる通報状況を把握次第、直ちに監査役または監査役会に対し
て報告を行う。当社は、当該報告をしたことを理由として、報

告をした者に不利な取扱いを行うことを禁止し、これを取締役
および使用人に周知徹底する。 
 

（７）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の

手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務
の処理に係る方針に関する事項 

監査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したと
きは、請求にかかる費用または債務が当該監査役の職務の執行
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に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことはで
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当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、

内部統制システムの整備および運用状況について、継続的に確
認し調査を実施しており、その内容を取締役会に報告しており

ます。確認された問題点につきましては、社内規定、業務フロ
ーの見直し等是正措置を行い、内部統制の実効性を向上させる
ように努めております。また、当社の取締役および幹部社員を

メンバーとする会議を毎月１回開催し、月次業績の報告を行う
とともに、経営上のリスクについても検討しております。 
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   当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者は、安定的

な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経
営資源の集中を図るべきと考えております。 

   現時点では特別な防衛策は導入しておりませんが、今後も引き
続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいり
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３．剰余金の配当等の決定に関する方針 

   当社の利益配分に関する基本方針としては、株主の皆様に対す

る利益配分を最重要課題と認識し、会社発展のための企業強化に
備える内部留保を勘案しつつ、経営状況に応じた利益配分を行っ
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当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら引き続き無配とさせ
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〔ご参考〕本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満の

端数を切り捨てて表示しております。 
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損 益 計 算 書 
平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

科     目 金     額 

 千円 千円 

    

売 上 高     3,456,806 

売 上 原 価      2,814,975 

売 上 総 利 益    641,831 

販売費及び一般管理費     502,939 

営 業 利 益    138,892 

    

営 業 外 収 益       

受 取 利 息   137  

受 取 配 当 金   2,860  

その他の営業外収益  9,897 12,896 

営 業 外 費 用       

支 払 利 息   16,499  

その他の営業外費用  7,784 24,283 

経 常 利 益    127,504 

   

特 別 損 失       

  固定資産廃棄損   1,114  

投資有価証券売却損  3,250 4,364 

税引前当期純利益   123,140 

法人税、住民税及び事業税  8,559 8,559 

当 期 純 利 益    114,580 

 

 

貸 借 対 照 表 
(平成28年３月31日現在) 

科   目 金  額 科   目 金  額 

( 資 産 の 部 ) 千円 ( 負 債 の 部 ) 千円 

流 動 資 産 2,381,773 流 動 負 債 1,446,042 

現金及び預金 424,483   支 払 手 形 458,440 

受 取 手 形 691,867   買 掛 金 151,633 

売 掛 金 481,923   短 期 借 入 金 400,000 

有 価 証 券 5,470 1 年内償還予定の社債 34,600 

商品及び製品 192,024 1年内返済予定の長期借入金  206,297 

仕 掛 品 325,593   未 払 金 57,289 

原 材 料 205,484   未 払 費 用 29,014 

貯 蔵 品 31,213   未払法人税等 5,969 

前 払 費 用 15,536 前 受 金 1,147 

未 収 入 金 6,186   預 り 金 11,593 

その他の流動資産 2,089 賞 与 引 当 金 36,475 

貸 倒 引 当 金 △100 設備関係支払手形 53,582 

    

  固 定 負 債 879,549 

  社 債 65,000 

固 定 資 産 1,127,571 長 期 借 入 金 466,492 

有形固定資産 871,576 繰延税金負債 1,822 

建 物 182,424 退職給付引当金 282,347 

構 築 物 4,425 役員退職慰労引当金 38,620 

機械及び装置 381,108 長期預り保証金 20,000 

車 両 運 搬 具 2,455 長 期 未 払 金 5,266 

工具、器具及び備品 13,455 負 債 合 計 2,325,592 

土 地 242,887 (純 資 産 の 部 )  

建 設 仮 勘 定 44,818 株 主 資 本 1,186,889 

無形固定資産 21,313 資 本 金 1,066,950 

電 話 加 入 権 1,914 資本剰余金 168,230 

ソフトウエア 19,398 資 本 準 備 金 168,230 

投資その他の資産 234,682 利益剰余金 △42,849 

投資有価証券 114,734 利 益 準 備 金 4,393 

関係会社出資金 5,873 その他利益剰余金 △47,242 

従業員長期貸付金 1,533 繰越利益剰余金 △47,242 

長期前払費用 1,715 自 己 株 式 △5,441 

その他の資産 111,610 評価・換算差額等 △3,136 

貸 倒 引 当 金 △784 その他有価証券評価差額金  △3,137 

  繰延ヘッジ損益 0 

  純 資 産 合 計 1,183,752 

資 産 合 計 3,509,345 負 債 純 資 産 合 計  3,509,345 
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損 益 計 算 書 
平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 

科     目 金     額 

 千円 千円 

    

売 上 高     3,456,806 

売 上 原 価      2,814,975 

売 上 総 利 益    641,831 

販売費及び一般管理費     502,939 

営 業 利 益    138,892 

    

営 業 外 収 益       

受 取 利 息   137  

受 取 配 当 金   2,860  

その他の営業外収益  9,897 12,896 

営 業 外 費 用       

支 払 利 息   16,499  

その他の営業外費用  7,784 24,283 

経 常 利 益    127,504 

   

特 別 損 失       

  固定資産廃棄損   1,114  

投資有価証券売却損  3,250 4,364 

税引前当期純利益   123,140 

法人税、住民税及び事業税  8,559 8,559 

当 期 純 利 益    114,580 
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個別注記表 
 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 
１．資産の評価基準及び評価方法 
（１）有価証券 

関係会社出資金      原価法 
その他有価証券       
時価のあるもの      期末日の市場価格等に基づく時価

法 
（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 
時価のないもの      移動平均法による原価法 
 

（２）デリバティブの評価基準 
        及び評価方法  時価法 

 

（３）たな卸資産の評価基準 
        及び評価方法   

商品及び製品、仕掛品   総平均法による原価法 

            （貸借対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げの方法） 

原材料、貯蔵品      移動平均法による原価法 

            （貸借対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げの方法） 

                

２．固定資産の減価償却方法 
（１）有形固定資産       定率法 

 ただし、平成 10 年４月１日以降 

取得した建物(建物附属設備は 
除く)については、定額法によって
おります。 

                 
（２）無形固定資産       定額法 

 なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能
期間(５年)に基づいております。 

 

（３）長期前払費用       均等償却 
なお、償却期間については、法人
税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 
 
３．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金        債権の貸倒れによる損失に備える
ため、回収不能見込額を計上して
おります。 

一般債権         貸倒実績率法 
貸倒懸念債権及び      

破産更生債権等    財務内容評価法   

 

 

株主資本等変動計算書 
平成27年４月１日から 

平成28年３月31日まで 
 (単位：千円) 

 

株 主 資 本 

資本金 

資 本 
剰余金 

利 益 
剰余金 

自己株式 
株主資本 
合  計 資 本 

準備金 
利 益 
準備金 

その他 
利 益 
剰余金 

繰越利益 
剰余金 

当期首残高 1,066,950 168,230 4,393 △161,823 △5,134 1,072,615 

当期変動額       

当期純利益    114,580  114,580 

自己株式の取得     △306 △306 

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)       

当期変動額合計 － － － 114,580 △306 114,274 

当期末残高 1,066,950 168,230 4,393 △47,242 △5,441 1,186,889 

      

 

評価・換算差額等 

純資産  
合 計 

その他有
価証券評
価差額金 

繰延 
ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等 
合 計 

当期首残高 65,221 － 65,221 1,137,837 

当期変動額     

当期純利益    114,580 

自己株式の取得    △306 

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △68,359 0 △68,358 △68,358 

当期変動額合計 △68,359 0 △68,358 45,915 

当期末残高 △3,137 0 △3,136 1,183,752 
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個別注記表 
 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 
１．資産の評価基準及び評価方法 
（１）有価証券 

関係会社出資金      原価法 
その他有価証券       
時価のあるもの      期末日の市場価格等に基づく時価

法 
（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 
時価のないもの      移動平均法による原価法 
 

（２）デリバティブの評価基準 
        及び評価方法  時価法 

 

（３）たな卸資産の評価基準 
        及び評価方法   

商品及び製品、仕掛品   総平均法による原価法 

            （貸借対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げの方法） 

原材料、貯蔵品      移動平均法による原価法 

            （貸借対照表価額は収益性の低下に
よる簿価切下げの方法） 

                

２．固定資産の減価償却方法 
（１）有形固定資産       定率法 

 ただし、平成 10 年４月１日以降 

取得した建物(建物附属設備は 
除く)については、定額法によって
おります。 

                 
（２）無形固定資産       定額法 

 なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能
期間(５年)に基づいております。 

 

（３）長期前払費用       均等償却 
なお、償却期間については、法人
税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 
 
３．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金        債権の貸倒れによる損失に備える
ため、回収不能見込額を計上して
おります。 

一般債権         貸倒実績率法 
貸倒懸念債権及び      

破産更生債権等    財務内容評価法   
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貸借対照表に関する注記 
１．有形固定資産の減価償却累計額       5,614,836千円 

２．担保に供している資産 

建物                 177,094千円 

構築物                  4,388千円 

機械及び装置             380,722千円 

土地                 237,525千円 

有形固定資産計            799,731千円 

上記に対応する債務 

短期借入金           300,000千円 

長期借入金           385,710千円 

(うち一年以内の返済予定額         127,968千円) 

３．受取手形譲渡高及び営業外受取手形割引高 

受取手形譲渡高              3,237千円 

営業外手形割引高            16,115千円 

４．関係会社に対する金銭債権、債務 

     短期金銭債務                442千円 

 

損益計算書に関する注記 
 関係会社との取引高 
    営業取引による取引高 支払手数料     13,960千円 

 
株主資本等変動計算書に関する注記 
発行済株式及び自己株式の種類及び総数に関する事項 

 
当事業年度期
首株式数(株) 

当事業年度増
加株式数(株) 

当事業年度減
少株式数(株) 

当事業年度末
株式数(株) 

発行済株式 
普通株式 

14,672,333 － － 14,672,333 

自己株式 
普通株式 (注) 

48,711 2,538 － 51,249 

（注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 
税効果会計に関する注記 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  
 投資有価証券評価損 22,100千円 
 退職給付引当金 86,061千円 
 役員退職慰労引当金 11,763千円 
 たな卸資産評価損 36,208千円 
 繰越欠損金 5,552千円 
 その他 28,106千円 

     繰延税金資産小計 189,793千円 
 評価性引当額 189,793千円 

     繰延税金資産合計 －千円 
  
繰延税金負債  
 その他有価証券評価差額金 1,822千円 

     繰延税金負債合計 1,822千円 

 

 

（２）賞与引当金       従業員に対する賞与の支給に備   
え、その見込額のうち当期の費用

とすべき額を計上しております。 
 
（３）退職給付引当金      従業員の退職給付に備えるため、  

当事業年度末における退職給付債
務に基づき、当事業年度末におい
て発生していると認められる額を

計上しております。 
 

（４）役員退職慰労引当金    役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額
を計上しております。 

                  なお、平成24年６月に役員報酬制

度を見直し、平成 24 年７月以降、
新規の積立てを停止しております。 

 

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
（１）ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法    為替予約が付されている外貨建金

銭債権債務等については、振当処理
を行っております。 

 
② ヘッジ手段とヘッジ対象 

a．ヘッジ手段    為替予約取引 
b．ヘッジ対象    外貨建金銭債権及び外貨建予定取 

引 
 

③ ヘッジ方針      外貨建取引の一部について、為替変

動リスクを回避する目的で実需原
則に基づき成約時に為替予約取引
を行うものとしております。 

 
④ ヘッジ有効性の評価    振当処理によっている為替予約取

引については、有効性の評価を省略

しております。 
 
（２）消費税等の会計処理    税抜方式によっております。 

 
（３）その他         記載金額は千円未満を切捨てて表 

示しております。 
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貸借対照表に関する注記 
１．有形固定資産の減価償却累計額       5,614,836千円 

２．担保に供している資産 

建物                 177,094千円 

構築物                  4,388千円 

機械及び装置             380,722千円 

土地                 237,525千円 

有形固定資産計            799,731千円 

上記に対応する債務 

短期借入金           300,000千円 

長期借入金           385,710千円 

(うち一年以内の返済予定額         127,968千円) 

３．受取手形譲渡高及び営業外受取手形割引高 

受取手形譲渡高              3,237千円 

営業外手形割引高            16,115千円 

４．関係会社に対する金銭債権、債務 

     短期金銭債務                442千円 

 

損益計算書に関する注記 
 関係会社との取引高 
    営業取引による取引高 支払手数料     13,960千円 

 
株主資本等変動計算書に関する注記 
発行済株式及び自己株式の種類及び総数に関する事項 

 
当事業年度期
首株式数(株) 

当事業年度増
加株式数(株) 

当事業年度減
少株式数(株) 

当事業年度末
株式数(株) 

発行済株式 
普通株式 

14,672,333 － － 14,672,333 

自己株式 
普通株式 (注) 

48,711 2,538 － 51,249 

（注）自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 
税効果会計に関する注記 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  
 投資有価証券評価損 22,100千円 
 退職給付引当金 86,061千円 
 役員退職慰労引当金 11,763千円 
 たな卸資産評価損 36,208千円 
 繰越欠損金 5,552千円 
 その他 28,106千円 

     繰延税金資産小計 189,793千円 
 評価性引当額 189,793千円 

     繰延税金資産合計 －千円 
  
繰延税金負債  
 その他有価証券評価差額金 1,822千円 

     繰延税金負債合計 1,822千円 
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資産 

  (1)現金及び預金、及び(2)受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。 

     (3)有価証券及び投資有価証券 

株式については、取引所の価格によっております。 

投資信託については、取引所の価格又は取引金融機関等から提示

された価格によっております。なお、投資信託のうち、預金と同

様の性格を有するものについては短期間で決済されるため、時価

は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっておりま

す。 

    負債 

     (1)支払手形及び買掛金、及び(2)短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。 

     (3)社債、及び(4)長期借入金 

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行

った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によってお

ります。 

２．非上場株式（貸借対照表計上額2,731千円）は、市場価格がなく、か

つ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握

することが極めて困難と認められるため、｢(3)有価証券及び投資有価

証券｣には含めておりません。 

  関係会社出資金（貸借対照表計上額5,873千円）は、市場価格がなく、

時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めて

おりません。 

 

賃貸等不動産に関する注記 
１．賃貸等不動産の状況に関する事項 

  当社は、東京都において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）

を所有しております。 

 

２．賃貸等不動産の時価に関する事項         （単位：千円） 

貸借対照表計上額 時価 

182,684 285,943 

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額で

あります。 

２．当期末の時価は、「不動産鑑定評価基準又はそれに準ずる方法」に基

づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったもの）であ

ります。 

 
１株当たり情報に関する注記 

    １．１株当たり純資産額        80円 96銭 

    ２．１株当たり当期純利益       7円 84銭 

 

重要な後発事象に関する注記 
該当事項はありません。 

 
 

〔ご参考〕貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個
別注記表の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて
表示しております。 

 

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の

金額の修正 

  「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 15 号）

及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 13

号）が平成28年３月29日に成立し、平成28年４月１日以後に

開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることと

なりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計

算に使用する法定実効税率は従来の32.8％から平成28年４月１

日に開始する事業年度及び平成29年４月１日に開始する事業年

度に解消が見込まれる一時差異については30.7％に、平成30年

４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異

については、30.5％となります。 

   この税率の変更による影響はありません。 

 

金融商品に関する注記 
１．金融商品の状況に関する事項 

  当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金

融機関からの借入により資金を調達しております。 

  受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、社内管理規程に

沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主とし

て株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っ

ております。 

  借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

  平成28年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、

時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、

時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含め

ておりません。 

（単位：千円） 

 
貸借対照表 
計上額 

時価 差額 

(1)現金及び預金 
(2)受取手形及び売掛金 
(3)有価証券及び投資有価証券 

424,483 
1,173,790 
117,472 

424,483 
1,173,790 
117,472 

－ 
－ 
－ 

資産計 1,715,746 1,715,746  

(1)支払手形及び買掛金(*1) 
(2)短期借入金 
(3)社債(*2) 
(4)長期借入金(*3) 

663,656 
400,000 
99,600 
672,789 

663,656 
400,000 
100,820 
676,849 

－ 
－ 

1,220 
4,059 

負債計 1,836,046 1,841,326 5,280 

デリバティブ取引(*4) 0 0 － 

（*1）設備支払手形を含んでおります。 

（*2）１年内償還予定の社債を含んでおります。 

（*3）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。 

（*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており

ます。 
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資産 

  (1)現金及び預金、及び(2)受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。 

     (3)有価証券及び投資有価証券 

株式については、取引所の価格によっております。 

投資信託については、取引所の価格又は取引金融機関等から提示

された価格によっております。なお、投資信託のうち、預金と同

様の性格を有するものについては短期間で決済されるため、時価

は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっておりま

す。 

    負債 

     (1)支払手形及び買掛金、及び(2)短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。 

     (3)社債、及び(4)長期借入金 

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行

った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によってお

ります。 

２．非上場株式（貸借対照表計上額2,731千円）は、市場価格がなく、か

つ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握

することが極めて困難と認められるため、｢(3)有価証券及び投資有価

証券｣には含めておりません。 

  関係会社出資金（貸借対照表計上額5,873千円）は、市場価格がなく、

時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めて

おりません。 

 

賃貸等不動産に関する注記 
１．賃貸等不動産の状況に関する事項 

  当社は、東京都において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）

を所有しております。 

 

２．賃貸等不動産の時価に関する事項         （単位：千円） 

貸借対照表計上額 時価 

182,684 285,943 

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額で

あります。 

２．当期末の時価は、「不動産鑑定評価基準又はそれに準ずる方法」に基

づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったもの）であ

ります。 

 
１株当たり情報に関する注記 

    １．１株当たり純資産額        80円 96銭 

    ２．１株当たり当期純利益       7円 84銭 

 

重要な後発事象に関する注記 
該当事項はありません。 

 
 

〔ご参考〕貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個
別注記表の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて
表示しております。 
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監査役会の監査報告書 謄本 
 

監 査 報 告 書 
 

当監査役会は、平成27年４月1日から平成28年３月31日までの第97期事
業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎
通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方
法で監査を実施しました。 
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務 
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を
調査いたしました。 

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するた
めに必要なものとして会社法施行規則第 100 条第 1 項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説
明を求め、意見を表明いたしました。 

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算
規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成
17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。 

 
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及
びその附属明細書について検討いたしました。 
 
２．監査の結果 
（１）事業報告等の監査結果 

①  事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

 
（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。 

 
 平成28年５月27日 

オリエンタルチエン工業株式会社 監査役会 
常勤監査役  種本 篤博 ㊞ 
社外監査役  樋口 信夫 ㊞ 
社外監査役  米本 光男 ㊞ 

      監 査 役  田中 祥介 ㊞ 

以 上 

 

 

会計監査人の監査報告書 謄本  
                                                   

独立監査人の監査報告書 
 

平成28年５月20日 
オリエンタルチエン工業株式会社 
取 締 役 会    御 中 

           有限責任 あずさ監査法人 

指定有限責任社員 
 公認会計士 浜田  亘 ㊞ 

業務執行社員 

指定有限責任社員 
 公認会計士 小出 健治 ㊞ 

業務執行社員 
 

  当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、オリエンタ
ルチエン工業株式会社の平成27年４月1日から平成28年３月31日までの
第 97 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。 
 
計算書類等に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場
から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書
に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監
査証拠を入手するための手続きが実施される。監査手続きは、当監査法人の
判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統
制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及び
その附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。 
 

監査意見 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。 
 

以 上 
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監査役会の監査報告書 謄本 
 

監 査 報 告 書 
 

当監査役会は、平成27年４月1日から平成28年３月31日までの第97期事
業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎
通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方
法で監査を実施しました。 
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務 
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を
調査いたしました。 

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するた
めに必要なものとして会社法施行規則第 100 条第 1 項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説
明を求め、意見を表明いたしました。 

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算
規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成
17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。 

 
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及
びその附属明細書について検討いたしました。 
 
２．監査の結果 
（１）事業報告等の監査結果 

①  事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

 
（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。 

 
 平成28年５月27日 

オリエンタルチエン工業株式会社 監査役会 
常勤監査役  種本 篤博 ㊞ 
社外監査役  樋口 信夫 ㊞ 
社外監査役  米本 光男 ㊞ 

      監 査 役  田中 祥介 ㊞ 

以 上 
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営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役と

して職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。なお、同氏の

社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって９年であります。 

４．中島義雄氏は、当社における２年間の監査経験ならびに長年にわたり

企業経営に携わられた豊富な経験および知見に基づき、当社の業務執

行に対し客観的立場からより一層の有益な意見・助言をいただくこと

が期待できると判断したため、社外取締役候補者といたしました。な

お、同氏の社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって４年であり

ます。 

 

第２号議案 監査役４名選任の件 

監査役全員(４名)は本総会終結の時をもって任期満了となりま

す。つきましては、監査役４名の選任をお願いいたしたいと存じ
ます。 
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

   監査役候補者は、次のとおりであります。 
候

補

者 

番

号 

氏  名 
(生年月日) 

略歴、地位および重要な兼職の状況 
所有する 
当社の  
株式数 

１ 種 本
たねもと

 篤
あつ

博
ひろ

 

 (昭和20年1月21日生) 

昭和42年 3月 当社 入社 

平成 3年11月 当社 技術部品質保証課長  

平成10年 4月 当社 品質保証部長 

平成16年 7月 当社 改善推進室長 

平成20年 6月 当社 常勤監査役(現任) 

29,000株 

２ 樋 口
 ひぐち 

 信 夫
 のぶお 

 

(昭和2年3月5日生) 

昭和22年 4月 野村證券㈱ 入社 

昭和27年 3月 茂木公認会計士事務所 入所 

昭和35年 3月 樋口公認会計士事務所開設 所長(現任) 

昭和60年 3月 当社 監査役(現任) 

663,000株 

３ 米 本
よねもと

 光 男
 みつお 

 

(昭和14年3月18日生) 

平成 7 年 7月 株式会社ﾃｨｰ･ﾋﾟｰ･ｴｽ研究所取締役 

副社長(現任) 

平成10年 9月 船井電機株式会社社外取締役(現任) 

平成21年 3月 ｾｰﾗｰ万年筆株式会社社外取締役 

平成24年 6月 当社 監査役(現任) 

－ 

４ 田 中
 たなか 

 祥
よし

介
ゆき

 

(昭和22年11月7日生) 

昭和41年 3月 当社 入社 

昭和59年 8月 ﾋｯｸ貿易株式会社 入社 

平成11年 4月 ﾋｯｸ貿易株式会社取締役営業部長 

平成15年 4月 ﾋｯｸ貿易株式会社代表取締役社長(現任) 

平成24年 6月 当社 監査役(現任) 

－ 

（注）１．各監査役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありま

せん。 

２．樋口信夫氏および米本光男氏は、社外監査役候補者であります。 

３．樋口信夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関

する相当程度の知見および経験を有し、当社の監査においてその職務

を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役候補者

といたしました。なお、同氏の社外監査役就任期間は本総会終結の時

をもって31年３ヶ月となります。 

４．米本光男氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有して

おり、経営全般の監視と有効な助言をいただくことが期待できると判

断したため、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏の社外監

査役就任期間は本総会終結の時をもって４年となります。 

 

 

以 上 

 

 

株主総会参考書類 
 

議案および参考事項 

 

第１号議案 取締役５名選任の件  

取締役全員(５名)は本総会終結の時をもって任期満了となりま
す。つきましては、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じ
ます。 

取締役候補者は、次のとおりであります。 
候

補

者 

番

号 

氏  名 
(生年月日) 

略歴、地位、担当および 
重要な兼職の状況 

所有する 
当社の  
株式数 

１ 西 村
にしむら

 武
 たけし 

 

(昭和14年11月15日生) 

昭和37年3月 当社 入社 

昭和58年6月 当社 管理部長 

昭和58年9月 当社 取締役管理部長 

平成 2 年9月 当社 常務取締役 

平成 9 年6月 当社 専務取締役 

平成14年6月 当社 代表取締役社長(現任) 

平成24年2月 德清澳喜睦链条有限公司董事長(現任) 

平成24年3月 ｾｰﾗｰ万年筆株式会社 社外監査役 

118,200株 

２ 長谷川
はせがわ

 紘 之
ひろゆき

 

(昭和15年11月21日生) 

昭和38年4月 ｳﾉｹ電子工業株式会社 入社 

昭和40年4月 金沢大学文学部事務官に任官 

昭和45年4月 金沢弁護士会登録 

昭和45年4月 長谷川法律事務所開設 所長(現任) 

平成19年6月 当社 取締役(現任) 

20,000株 

３ 中 島
なかじま

 義 雄
 よしお 

 

(昭和17年3月30日生) 

昭和41年4月 大蔵省(現 財務省) 入省 

平成 5 年6月 大蔵省主計局次長 

平成12年3月 京ｾﾗﾐﾀ株式会社 代表取締役専務 

平成17年6月 船井電機株式会社 取締役執行役副社長 

平成21年3月 ｾｰﾗｰ万年筆株式会社 常務取締役 

平成21年12月 同社 代表取締役社長 

平成22年6月 当社 監査役 

平成24年6月 当社 取締役(現任) 

平成28年4月 ｴｰｽ証券株式会社 顧問(現任) 

27,000株 

４ 澤
さわ

守
もり

 忠
 ただす 

 

(昭和38年3月16日生) 

平成 4 年5月 当社 入社 

平成16年7月 当社 開発部長 

平成20年4月 当社 成形部長 

平成24年3月 当社 生産技術部長兼成形部長 

平成24年6月 当社 取締役生産技術部長兼成形 

部長(現任) 

7,000株 

５ 伊 藤
 いとう 

 克 之
かつゆき

 

(昭和43年10月19日生) 

平成 3 年4月 当社 入社 

平成17年4月 当社 営業部名古屋営業所長 

平成24年6月 当社 取締役営業部長兼営業部名古屋 

営業所長(現任) 

5,000株 

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありま

せん。 

２．長谷川紘之氏および中島義雄氏は、社外取締役候補者であります。な

お、当社は長谷川紘之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して、同取引所に届け出ており、同氏が再任された場合、引き続き独

立役員になる予定であります。 

３．長谷川紘之氏は、弁護士としての専門的見地ならびに豊富な経験を有

しており、その高い見識から当社の経営全般に対し提言をいただくこ

とにより、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実が期待でき

るため、社外取締役候補者といたしました。また、同氏は直接会社経

－ 20 －



 

営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役と

して職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。なお、同氏の

社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって９年であります。 

４．中島義雄氏は、当社における２年間の監査経験ならびに長年にわたり

企業経営に携わられた豊富な経験および知見に基づき、当社の業務執

行に対し客観的立場からより一層の有益な意見・助言をいただくこと

が期待できると判断したため、社外取締役候補者といたしました。な

お、同氏の社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって４年であり

ます。 

 

第２号議案 監査役４名選任の件 

監査役全員(４名)は本総会終結の時をもって任期満了となりま

す。つきましては、監査役４名の選任をお願いいたしたいと存じ
ます。 
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

   監査役候補者は、次のとおりであります。 
候

補

者 

番

号 

氏  名 
(生年月日) 

略歴、地位および重要な兼職の状況 
所有する 
当社の  
株式数 

１ 種 本
たねもと

 篤
あつ

博
ひろ

 

 (昭和20年1月21日生) 

昭和42年 3月 当社 入社 

平成 3年11月 当社 技術部品質保証課長  

平成10年 4月 当社 品質保証部長 

平成16年 7月 当社 改善推進室長 

平成20年 6月 当社 常勤監査役(現任) 

29,000株 

２ 樋 口
 ひぐち 

 信 夫
 のぶお 

 

(昭和2年3月5日生) 

昭和22年 4月 野村證券㈱ 入社 

昭和27年 3月 茂木公認会計士事務所 入所 

昭和35年 3月 樋口公認会計士事務所開設 所長(現任) 

昭和60年 3月 当社 監査役(現任) 

663,000株 

３ 米 本
よねもと

 光 男
 みつお 

 

(昭和14年3月18日生) 

平成 7 年 7月 株式会社ﾃｨｰ･ﾋﾟｰ･ｴｽ研究所取締役 

副社長(現任) 

平成10年 9月 船井電機株式会社社外取締役(現任) 

平成21年 3月 ｾｰﾗｰ万年筆株式会社社外取締役 

平成24年 6月 当社 監査役(現任) 

－ 

４ 田 中
 たなか 

 祥
よし

介
ゆき

 

(昭和22年11月7日生) 

昭和41年 3月 当社 入社 

昭和59年 8月 ﾋｯｸ貿易株式会社 入社 

平成11年 4月 ﾋｯｸ貿易株式会社取締役営業部長 

平成15年 4月 ﾋｯｸ貿易株式会社代表取締役社長(現任) 

平成24年 6月 当社 監査役(現任) 

－ 

（注）１．各監査役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありま

せん。 

２．樋口信夫氏および米本光男氏は、社外監査役候補者であります。 

３．樋口信夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関

する相当程度の知見および経験を有し、当社の監査においてその職務

を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役候補者

といたしました。なお、同氏の社外監査役就任期間は本総会終結の時

をもって31年３ヶ月となります。 

４．米本光男氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有して

おり、経営全般の監視と有効な助言をいただくことが期待できると判

断したため、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏の社外監

査役就任期間は本総会終結の時をもって４年となります。 

 

 

以 上 

 

－ 21 －
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